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第３０号議案参考資料  

議 案 名  

 

専決処分の承認を求めることについて  

（桶川市税条例等の一部を改正する条例）  

 

 

１ 提案理由  

  地方税法等の一部改正に伴い、緊急に桶川市税条例等を改正する必要

が生じ、令和２年３月３１日に桶川市税条例等の一部を改正する条例を

専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案

を提出するものである。  

 

２ 改正の内容  

 (1) 桶川市税条例の一部改正         （改正条例第１条関係）  

【個人市民税】  

   ① 給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、

単身児童扶養者に係る記載事項の規定を削るとともに、字句の整

理を行う。  （第３８条の３の２及び第３８条の３の３関係）  

② 租税特別措置法の一部改正に伴い、引用部分の整理を行う。  

（第５０条関係）  

    ③ 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例を令和６年度ま

で延長する。                （附則第８条関係）  

   ④ 地方税法の一部改正に伴い、優良住宅地の造成等のために土地

等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を令和５年度

まで延長する。          （附則第１７条の２関係）  

  【固定資産税】  
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   ① 固定資産の所有者の所在が不明である場合において、その使用

者をその所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産

税を課するときは、その旨を当該使用者に通知することを規定す

るとともに、字句及び引用部分の整理を行う。（第５８条関係）  

   ② 地方税法の一部改正に伴い、引用部分の整理を行う。  

（第６５条及び第６５条の２関係）  

   ③  字句の整理を行う。（第７９条関係、附則第１０条、附則第１

２条、附則第１３条、附則第１３条の３及び附則第１５条関係） 

④ 課税標準の特例措置が改められたこと等に伴い、規定を削ると

ともに字句及び引用部分の整理を行う。  

                  （附則第１０条の２関係）  

  【市たばこ税】  

   ① 地方税法の一部改正に伴い、課税免除の適用に当たって必要な

手続を簡素化するための規定を加える。   （第１０２条関係）  

   ② 地方税法の一部改正に伴い、引用部分の整理を行う。  

（第１０４条関係）  

 

 (2) 桶川市都市計画税条例の一部改正     （改正条例第２条関係）  

   ① 地方税法の一部改正に伴い字句及び引用部分の整理を行うとと

もに、項の繰り上げを行う。  

（第２条及び改正後の附則第３項から附則第１８項まで関係）  

② 課税標準の特例措置が改められたこと等に伴い規定を削る。 

（改正前の附則第３項関係）  

    

 (3) 桶川市税条例等の一部を改正する条例の一部改正  

（改正条例第３条関係） 

  【個人市民税】  
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    単身児童扶養者を非課税措置の対象から削るとともに、所要の改  

   正を行う。     （第２７条、附則第１条及び附則第３条関係）  

 

３ 施行期日  

  令和２年４月１日  

 

４ 例規集  

 (1) 桶川市税条例  

   第１巻  ４，７０１ページ  

 (2) 桶川市都市計画税条例  

 第１巻  ５，１８３ページ  


